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大規模開発基本構想＝「城陽市東部丘陵地まちづくり条例」による手続

主旨説明

城陽市東部丘陵地まちづくり条例とは

城陽市域の東部に広がる約420ヘクタールの

広大なエリアである東部丘陵地において、山

砂利採取が市民生活や市のまちづくりに与え

てきた影響と新名神高速道路を活かした広域

交通の利便性を踏まえ、市のみならず京都府

南部地域の活性化に寄与し、かつ市民等の安

全・安心で豊かな生活に還元できる秩序ある

まちづくりを進めるため、東部丘陵地におけ

る開発事業に対し一定の基準や手続き等を定

めた条例です。
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主旨説明

城陽市東部丘陵地まちづくり条例とは

【開発事業等の対象面積】

◆大規模土地取引行為

●市街化区域・・・・・面積2,000㎡以上の大規模土地取引行為

●市街化調整区域・・・面積5,000㎡以上の大規模土地取引行為

◆開発事業

●大規模開発事業

市街化区域又は市街化調整区域であって面積が1ha以上の開発事業

●一般開発事業

・市街化区域・・・・・面積が500㎡以上1ha未満の開発事業

・市街化調整区域・・・面積が1ha未満の開発事業
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主旨説明

城陽市東部丘陵地まちづくり条例手続きフロー
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位 置 図

宇治田原町

宇治田原IC (仮称)

新名神高速道路

東部丘陵線

南京都病院山
城
青
谷
駅

(仮称)宇治田原IC南地区
計画地 約8.6ha
所在地：城陽市奈島坊ケ谷

奈島池ノ首

用途地域：第1種低層住居専用地域
高度地域：第1種高度地区
防火指定：なし

工業系用途地域に変更予定
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位 置 図

宇治田原町

(仮称)宇治田原IC北地区
計画地 約3.6ha
(城陽市域約1.0ha + 宇治田原町域約2.6ha)

所在地：城陽市奈島坊ケ谷
奈島池ノ首

市街化調整区域(城陽市域)
高度地域：なし
防火指定：なし

地区計画策定予定

宇治田原IC (仮称)

新名神高速道路

東部丘陵線

南京都病院山
城
青
谷
駅
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土地利用構想図
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宇治田原町

城陽市

(仮称)宇治田原IC北地区
計画地面積：約3.6ha
建物棟数：1棟
開 業：2024年春頃

(仮称)宇治田原IC南地区
計画地面積：約8.6ha
建物棟数：3棟
開 業：2024年春頃

施設概要(予定)
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事業スケジュール
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今後のスケジュール（許認可など）

【今後予定している主な協議及び許認可手続き等】

〇城陽市東部丘陵地まちづくり条例手続き（本日及び本年度内に説明会を予定）

〇城陽市開発指導要綱に基づく協議

〇都市計画法開発許可申請

〇砂防指定地内行為許可申請

〇重要開発調整池協議

〇建築確認申請
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今後のスケジュール（条例手続き）
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意見書の提出について
本計画についてご意見のある方は、城陽市東部丘陵地まちづくり条例に基づき、
市長に対して意見を提出することができます。

●提出期間：2020年（令和2年）11月21日(土)～12月21日(月)
●提出方法：郵送または持参

郵送先：〒610-0195 城陽市寺田東ノ口16－17
城陽市役所 東部丘陵整備課 宛

●意見書に記載する事項
・住所、氏名、電話番号
（法人にあっては、その主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名）
・開発事業者(城陽東部開発有限責任事業組合、伊藤忠商事株式会社)
・開発事業の名称((仮称)宇治田原IC物流拠点整備計画)
・開発事業区域の場所(城陽市奈島池ノ首14番1、他22筆)
・意見の内容

（意見書の様式は城陽市ＨＰに掲載又は東部丘陵整備課に有ります。）

●本計画に対する問い合わせ先
城陽東部開発有限責任事業組合

株式会社エスディック 担当：加藤 TEL06-6361-1700（直通）
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ご清聴ありがとうございました。



質疑・応答



本日はありがとうございました。

お気を付けてお帰り下さいませ。

城陽東部開発有限責任事業組合

伊藤忠商事株式会社


